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土
地
改
良
事
業
の
椎
変
の
賦
繰
徴
収
紅
顔
す
る
条
例
の
全
部
改
正
に

つ
i
て

次
の
と
雷
三
朝
謝
訂
改
良
事
業
の
経
筆
の
就
繰
徴
収
に
写
る
条
例
竃
雷
､
慧
す
p
u
と
に

つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
爵
九
十
六
薙
第
二
韻
の
規
定
に
よ
･
J
a
r
本
頭

金
の
議
純
を
求
め
る
.
 
｡

昭
和
四
十
七
年
三
月
十
7
日
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雅
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<
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D
原
審
P
･
訣三

朝
町
銭
金
議
長
牧
甲
櫨
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三

朝

町

条

例

弟

号

ト
ト
匡
卜
潮
軒
空
地
改
-
業
の
掌
の
-
敢
-
掌
る
粂
矧

芸
町
町
空
地
改
豊
実
の
鹿
筆
の
慧
徴
収
綻
葦
る
条
例
(
屑
和
等
六
年
三
朝
纂
例
讐
叶
t
.
Q
P
)

め

食

都

連

改

正

･

す

息

｡
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一

(
月
　
的
)

竺
条
　
三
朝
町
営
土
地
改
良
手
製
に
要
す
る
経
費
に
つ
等
･
土
壌
良
法
(
以
下
｢
法
｣
と
S
う
｡
)
第
九
十
六
条
の
咽
に
か

㌔

S
て
準
用
す
る
法
聖
至
ハ
条
の
規
定
に
よ
i
,
当
夜
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
空
士
地
讐
き
法
要
轟
に
規
定
す
る
単
格

メ

を
有
す
る
者
に
対
し
て
金
華
夫
役
又
は
現
品
を
賦
課
敢
収
す
る
場
合
に
は
･
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
と
ろ
に
上
る
｡

(
溝
殊
の
基
準
等
の
決
定
)

竺
粂
新
鹿
の
規
定
誓
農
牧
す
る
各
年
度
の
賦
課
の
額
(
璽
夷
に
要
す
る
も
の
を
除
-
｡
)
誓
そ
妥
麦
に
お
け
る
当
該

町
　
営
土
地
改
怠
業
の
禁
芸
す
る
肇
の
う
ち
･
県
か
ら
交
付
-
け
る
-
金
の
警
除
完
も
の
を
こ
え
を
S
魚

既
に
か
S
て
　
　
町
　
長
が
定
め
る
.

∫

2
　
前
項
の
賦
課
の
基
遵
並
び
に
そ
の
徴
収
の
時
期
及
び
方
法
誓
､
町
　
議
会
の
東
電
を
経
て
　
町
　
長
が
定
め
る
｡

を
変
モ
す
る
と
き
も
ま
た
同
様
と
す
る
｡

3
　
町
　
長
が
指
定
す
る
･
町
立
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
傭
る
地
域
内
の
島
地
誓
書
轟
第
芋
三
条
の
二
軍
義

規
雲
雀
･
つ
-
当
警
集
の
妄
完
了
の
毒
の
三
そ
の
釜
賢
等
毒
等
-
が
示
孟
た
と
き
誓
そ
-
葦
鮎

1
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.
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監

巨

E
n
)
の
属
す
る
年
度
の
垂
年
度
(
そ
の
年
慶
の
到
来
す
る
以
前
に
県
知
事
が
指
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
､
当
款
指
定
す
る
年
空
か
∵
戊

ら
起
算
し
て
八
年
を
経
過
し
を
打
開
に
農
地
以
外
へ
の
転
用
が
行
な
わ
れ
る
場
合
(
当
鼓
J
i
G
用
托
係
る
農
地
の
面
棟
が
知
事
切
掛
宅
す

る
面
鎌
を
こ
え
を
S
場
合
又
は
知
手
が
返
濃
を
要
し
恵
h
も
の
と
景
認
し
た
場
合
を
除
く
｡
)
又
は
蕃
鼓
事
業
に
よ
り
畑
と
し
て
区
画

形
g
(
が
変
更
さ
れ
､
若
し
-
は
造
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
S
て
の
開
田
が
行
な
わ
れ
る
場
合
忙
お
S
t
J
L
 
､
当
款
転
用
に
係
る
集
輿

｢
転
用
島
地
｣
と
S
う
｡
)
又
は
当
軟
周
田
に
係
る
農
地
(
以
下
｢
開
田
農
地
｣
と
S
う
｡
)
に
つ
き
法
東
三
条
に
規
定
す
る
資
格
各
人

有
す
る
者
か
ら
教
牧
す
る
賦
課
の
額
は
､
曳
軟
事
業
に
つ
き
県
か
ら
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
額
呼
相
当
す
る
も
の
を
前
項
に
規
定
す

る
賦
課
金
の
算
定
方
式
に
よ
か
当
蘇
転
用
農
地
ま
た
は
界
田
貴
地
に
割
か
ふ
つ
て
得
ら
れ
る
薪
(
農
地
以
外
へ
の
転
用
が
行
な
わ
れ
る

場
合
に
お
S
で
当
鼓
転
用
に
催
い
遊
休
化
す
る
施
設
を
目
的
外
用
途
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
b
生
ず
る
収
入
が
参
る
と
き
は
,
当
落
収

入
額
の
う
ち
当
落
転
用
農
地
に
係
る
も
の
か
差
し
引
S
た
額
)
と
す
る
･
.

(
夫
役
の
履
行
)

I

第
三
条
　
夫
役
を
醗
課
さ
れ
た
者
は
､
そ
の
便
宜
に
従
い
､
本
人
自
ら
こ
れ
陀
豊
た
わ
'
又
は
代
人
を
も
っ
て
履
行
す
る
こ
と
が
で
せ
る
パ
｡

(
賦
課
町
対
す
る
か
議
の
申
立
て
)

第
四
免
　
琴
雇
の
規
定
に
上
身
賦
課
象
又
は
夫
役
現
品
.
の
賦
課
を
受
た
者
誓
そ
の
賦
課
の
算
定
に
異
藩
が
あ
る
と
頒
誓
そ
の
聴
許

を
受
打
た
日
か
ら
木
半
月
瀕
内
に
･
 
r
町
　
長
に
対
し
て
異
義
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
｡
･

1

ヽ票

三
.



ノ

2
　
一
町
　
長
仕
前
項
の
規
定
に
よ
る
異
義
の
申
立
て
を
受
け
た
と
き
は
'
同
額
に
規
定
す
る
期
間
満
了
後
四
十
日
以
内
に
こ
れ
を
決

定
し
夜
け
れ
ば
な
ら
を
S
｡

(
急
苑
の
場
合
の
特
例
)

第
五
条
　
法
第
九
十
六
条
の
E
i
.
に
か
S
て
車
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
規
定
甘
よ
る
応
急
工
事
計
画
に
基
づ
-
事
業
に
要
す
る
摂
草
の
斌

∫
殊
費
収
に
つ
い
て
は
､
あ
ら
か
じ
め
'
そ
の
徴
収
を
受
け
る
べ
き
者
の
三
分
の
二
以
上
Q
同
意
轟
な
け
れ
ば
な
ら
を
S
｡

(
賦
課
散
収
の
延
期
等
)

1

-

第
六
条
　
　
町
　
　
長
は
'
天
災
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
限
カ
､

町
　
専
念
の
議
決
を
催
て
'
賦
課
.
(
第
二
.
#
軍
こ
串
に

規
定
す
る
も
の
を
除
-
｡
)
の
徴
収
を
延
期
し
t
J
p
(
は
軒
課
を
減
免
す
る
て
と
が
で
き
る
｡

(
そ
の
他
の
規
定
)

兼
七
粂
　
こ
の
条
例
の
施
行
打
つ
S
て
必
要
食
事
頭
は
･
　
町
　
長
が
別
に
定
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
'
.
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

'

　

/


